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記憶障害における外的代償手段の適切な利用が困難であった症例

に対する介入報告 

ー 代償手段の利用に至る認知過程の共有を通じて ー
*藤原 瑶平1 (1. 村田病院)

 
記憶障害の外的代償法として，電子機器の利用が注目されている．外的代償手段の利用には，自己の記憶機能に

対しモニタリングを行い，代償するためにはどのように利用すべきかというメタ記憶が重要とされている

(原,2005)．今回，記憶障害の外的代償手段を適切に利用することが困難であった症例に対し，代償手段を利用す

る行為に至る認知過程を症例と共有することで改善を認めたため報告する． 

症例は，本報告に同意を得た20歳代女性である．頭蓋内咽頭腫の術後にエピソード記憶障害を認め，回復期病院

退院後に当院で外来リハを開始した．外来リハ開始時，記憶障害の代償手段として，携帯電話のアプリ

ケーション（アプリ）を利用してスケジュールや服薬の管理を行っており，日常生活に大きな問題は認めな

かった．しかし，記憶障害に対する不安から，1日の出来事を1事象ごと詳細にアプリに入力するなど，代償手段

に過剰に依存していると考えられる場面が観察された．代償手段を利用して1年後，1日の出来事を詳細に入力す

るといった行為に対し，「こんなことを続けていていいのか，やりすぎではないか」といった不安の訴えが増え

てきたため，利用法を再検討する必要があると考えた．症例は，代償手段に依存傾向で入力する量を減らすべき

ということは自覚していたが，自己の記憶機能をモニタリングし，適切な利用への修正は困難であった．ま

た，セラピストが現状の病状を説明し，適切な利用法を提示しても修正することは困難であった．そこで介入で

は，記憶機能のモニタリングに加えて，代償手段を利用する行為に至るまでの認知過程を症例と共有しなが

ら，利用法について症例と共に検討した．介入後，自発的に自己の記憶機能をモニタリングし，それによる適切

な利用へと改善を認め，不安の訴えも無くなった．本報告では，行為に至る認知過程や修正案の共有についての

考察を深め，議論する機会としたい．


